
 

申請から補助金支給までの流れ 

 

令和３年１月１日以後の公正証書等を作成した日、又は養育費保証契約を締結した日の翌日から６か月以内に、 

必要な書類を添付して子育て支援課子育て支援係に申請 

↓ 

市が審査し小金井市養育費確保支援事業補助金交付（不交付）決定通知書を送付 

↓ 

補助金を指定の金融機関へ振込 

 

 

 

 


